
 

  

 

 

 

報道関係者各位 

 
 

ダイオキシン類の常時監視結果（令和５年度）を公表 
 

～全ての調査地点で環境基準を達成～ 

 

 

 

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、令和５年度に県及び甲府市注）が行った大気等のダイ

オキシン類による汚染状況の常時監視結果を公表する（ホームページにも公表）。 

注） 甲府市内については甲府市が常時監視・公表を行うが、県内全体の汚染状況の把握のため甲府市を含めた結

果を公表する。 

  ・県の常時監視結果：https://www.pref.yamanashi.jp/taiki-sui/65_041.html 

   ・甲府市の常時監視結果：https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kankyohozen/daiokisin.html 

 

○ 常時監視結果の概要 

大気、公共用水域(水質・底質)、地下水、土壌について、全ての地点で環境基準を達成した。 
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   ※ 調査地点は国の事務処理基準に基づき選定 
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【参考】 

 県内の環境中におけるダイオキシン類濃度平均値の推移（カッコ内は地点数） 
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○  ダイオキシン類 

  ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（ＰＣＤＤ）、ポリ塩化ジベンゾフラン（ＰＣＤＦ）及びコプラナ

ーポリ塩化ビフェニル（コプラナ-ＰＣＢ）を含めたダイオキシン類には、ＰＣＤＤ 75 種類、ＰＣＤＦ 135

種類、コプラナ-ＰＣＢ 十数種類の異性体があり、そのうち毒性があるとみなされているのは、29 種類で

ある。 

 

○  ダイオキシン類の生成 

   ダイオキシン類は、主にごみの焼却などにより、非意図的に生成されるものである。 

 

○  毒性等量（ＴＥＱ） 

   ダイオキシン類は、化学構造の似ている多くの異性体があり、それぞれ毒性が異なっている。ダイオキシ

ン類の濃度は、各異性体ごとの濃度と、最も毒性が強い 2,3,7,8-ＴＣＤＤをもとにした係数を乗じて得た数

値を合計したものである。 
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